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｢インターＫＸ法人税Ver.H23.3｣での対応内容をご案内します。 

特別償却の付表（平成23年6月30日以後終了事業年度分）が11月24日に公開されましたので、内容

を差し替えました。当内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

1. データの利用について 
データ移行対象バージョン・・・Ver.Ｈ23.1 以降 

上記のバージョンからデータ移行が可能です。 

 

 

 

 

 

 

2. 特別償却の税制改正の内容 
法人税システムに関係する特別償却の税制改正の内容は、次のとおりです。 

1. エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却（特別償却の付表(一)） 
即時償却に係る措置の適用期限が平成 24 年 3 月 31 日まで 1 年延長されました。 

2. 環境関連投資推進税制の創設（特別償却の付表(二) 新規追加） 
青色申告法人が、エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等の日から１年以内

に事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、そのエネルギー環境負荷低

減推進設備等の取得価額の 30％相当額の特別償却（中小企業者等については、７％相当額の特別税

額控除との選択適用）ができることとされました。 

適用時期：平成 23 年 6 月 30 日以後に取得等をするエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用 

３. 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却（特別償却の付表(四)） 
適用期限が平成 24 年 3 月 31 日まで 1 年延長されました。 

４. 医療用機器等の特別償却（特別償却の付表(十八)） 
(1) 対象機器が見直され、特別償却率が引き下げられました。 

・高度・先進医療の提供に資する医療用機器：14％→12％ 

・医療の安全の確保に資する医療用機器  ：20％→16％ 

適用時期：平成 23 年 6 月 30 日以後に取得等をする医療用機器について適用 

(2) 適用期限が平成 25 年 3 月 31 日まで 2 年延長されました。 

3. 税制改正の対応内容 
税制改正に伴うシステムの変更内容は、次のとおりです。 

1. 変更帳票 
次の帳票を変更します。帳票の変更に伴い、「地方税共通情報」も変更します。 

別表四 別表六(二十七) 別表十六(一) 

別表十六(二) 特別償却の付表（三） 特別償却の付表（四） 

旧特別償却の付表（五） 特別償却の付表（七） 特別償却の付表（十八） 

第六号様式 第六号様式別表二の三 第六号様式別表四の四 

第六号様式別表五 第六号様式別表十四 第十号様式 

第二十号様式 第二十号様式別表二の三 第二十二号の二様式 

2. 追加帳票 
次の帳票を追加します。 

別表六(二十六) 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 

特別償却の付表（二） エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却の償却限度額の 

計算に関する付表 

 

｢インターＫＸ法人税｣平成23年度特別償却付表対応版 概要(Ｖｅｒ.Ｈ23.3) 

減価償却システムとの連動について 
減価償却システム Ver.8.1 以降と連動が可能です。 

電子申告対応プログラム（電子申告ダウンロードパックをご購入の方へ） 
法人税システム（Ver.H23.3）に対応した電子申告対応版（Ver.H23.3.e5）を公開します。 
 

概要のバージョンの表記について 

「Ver.H23.3」のように小数点以下 2 桁目は省略して

記載しています。正確なバージョンはシステム起動後の 

［ヘルプ］-［バージョン情報］で確認できます。 
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■特別償却の付表の様式切り替えについて 
事業年度により、次のように切り替えて印刷します。 

平成 23 年 6 月 29 日以前終了事業年度  平成 23 年 6 月 30 日以後終了事業年度 

特別償却の付表(一) → 特別償却の付表(一) 

なし  特別償却の付表(二) 

特別償却の付表(二) → 特別償却の付表(三) 

特別償却の付表(三) → 特別償却の付表(四) 

特別償却の付表(五)  なし 

特別償却の付表(六) → 特別償却の付表(七) 

特別償却の付表(十八) → 特別償却の付表(十八) 

4. 機能改善内容 

1. 別表二 続柄の電子申告対応 
e-Tax で平成 23 年 6 月 30 日以後終了事業年度分の手続きから、別表二「判定基準となる株主

等との続柄」が e-Tax の仕様で決められた続柄のみになりましたので、選択リストを追加します。 

2. 別表七(一) 記載例の対応（Ver.H23.30とVer.H22.22で対応） 
国税庁のホームページに掲載された「｢東日本大震災に係る震災特例法（法人税等関係）の概要別冊 

(申告書等の記載例)｣の追記等について」での追記・訂正内容などに対応して、別表七(一)2/2 画面の

計算を変更します。この内容は、平成 22 年度（Ver.H22.22）も対応しますが、震災特例法の適用

を受けない場合は、Ver.H22.22 にバージョンアップする必要はありません。 

参考）国税庁ホームページ 

「東日本大震災に係る震災特例法（法人税等関係）の概要別冊(申告書等の記載例)」の追記等について 

    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm#a02 

3. 適用額明細書 

適用額明細書について、次の変更を行います。 

(1) 「平成23年旧措置法」の追加 

(2) 法人基本情報 適用額明細書提出有無の自動判定 

法人基本情報［設定 2］の「適用額明細書提出：有／無」を自動設定項目（上書変更可）に 

変更し、適用額明細書のデータの有無により自動判定するように対応します。 

（確定申告または修正申告で、適用額明細書の租税特別措置法の条項、区分番号、適用額の 

いずれかに入力があった場合、「適用額明細書提出：有」になります。） 

また、一括印刷および電子申告ファイル出力は、「適用額明細書提出：有」のときに出力する 

ように変更します。 

(3) 適用額明細書 条項一覧 初期表示する条項の見直し 

条項一覧で1つの区分番号に複数の条項がある場合は、「租税特別措置法の条項」に先頭の条項

を表示するように変更します。 

４. 地方税「法人番号」の入力文字制限チェック 

地方税電子化協議会からeLTAXに関して、処理事項欄の「法人番号」に使用できる文字は半角英数 

および半角ハイフンのみとの連絡がありましたので、次の帳票で「法人番号」について入力チェック

する機能を追加します。 

第六号様式、第七号様式、第二十号様式、第二十号の三様式 

5. 第六号様式別表十四 データ有無判定条件の変更 

超過税率が適用される場合でも、所得金額総額がない場合は印刷しないように変更します。 
また、該当する場合は、地方税電子申告ファイル出力もされません。 

6. 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書 Excelファイル提供 

「災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書」（Excel ファイル）を、電子マニュアルメニューの 

＜関連帳票＞から Web にて提供します。 

5. 動作環境について 

Windows2000 での使用は動作保証外とさせていただきます。 


